
地区防災計画作成及び

土砂災害防災訓練等の説明

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ３ 日
裾 野 市 危 機 管 理 課



説 明 項 目

No 項 目 時間管理

１ 説明の趣旨 4’

２ 地区防災計画の作成等について 13’

３ 「土砂災害・全国防災訓練」について 8’

４ 質疑応答 5’
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裾野市自主防災会長の皆さん方に対し、地区防災

計画作成の考え方及び要領等について説明し、計画

内容や作成手順等に関する認識統一を図り、それぞ

れ地域の特性等を踏まえた実効性ある計画の作成、

あるいは修正・見直しに資する。

また、土砂災害警戒区域等該当の自主防災会長さ

んに対しては、6月5日予定の「土砂災害・全国防災

訓練」に関する必要な情報、特に、モデル地区訓練

の概要やその他の訓練参加地域で行っていただくべ

き内容等を説明し、訓練参加自主防災会の効果的な

訓練計画の策定に資する。

説 明 の 趣 旨
２



地区防災計画作成状況

１ 佐野本宿区

２ 佐野二区

３ 大畑区

４ 上町区

５ 南町区

６ 堰原区

７ 水窪区

８ 公文名一区

９ 滝頭区

10 本茶区

11 道上区

12 鈴原区

13 青葉台区

14 麦塚区

15 東町区

【作成・保有自主防災会】 ４３区／８６区

16 町震一区

17 町震二区

18 南堀区

19 和市区

20 遠道原区

21 切久保区

22 上原区

23 上原団地区

24 原区

25 上須区

26 深良新田区

27 岩波区

28 御宿平山区

29 御宿新田区

30 御宿坂上区

31 御宿入谷区

32 上城区

33 中村区

34 中里区

35 森脇団地区

36 上ケ田区

37 下和田区

38 呼子区

39 千福が丘区

40 千福南区

41 須山二区

42 須山三区

43 須山四区
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土砂災害警戒区域該当の地域（区）

★ ３３コ区

【西地区】 【東地区】 【深良地区】 【富岡地区】 【須山地区】

４ 久根区
土石流

５ 公文名三区
急傾斜地

６
公文名四区
急傾斜地
土石流

７ 公文名五区
急傾斜地

８ 滝頭区
急傾斜地

９ 道上区
急傾斜地

10
峰下市の瀬区
急傾斜地
土石流

11 鈴原区
急傾斜地

12 茶畑団地
急傾斜地

13
青葉台
急傾斜地
土石流

１
大畑区
急傾斜地
土石流

２
桃園区
急傾斜地
土石流

３
富沢区
急傾斜地
土石流

14 町震一区
土石流

15
南堀区
急傾斜地
土石流

16
上原区
急傾斜地
土石流

17
原区
急傾斜地
土石流

18
上須区
急傾斜地
土石流

19 岩波区
急傾斜地

20
千福区
急傾斜地
土石流

21 御宿新田区
急傾斜地

22
上城区
急傾斜地
土石流

23 中村区
急傾斜地

24
田場沢区
急傾斜地
土石流

25 上ケ田区
急傾斜地

26 金沢区
急傾斜地

27
今里区
急傾斜地
土石流

28
下和田区
急傾斜地
土石流

29 呼子区
急傾斜地

30 千福が丘
急傾斜地

１
須山二区
急傾斜地
土石流

２ 須山三区
急傾斜地

３ 別荘地内
急傾斜地
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地区防災計画の作成等について
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地区防災計画について

地区居住者などが、自発的に行う防災活動の計画を記したものです。
自分達で地区防災計画を定めることには難しさを感じるかもしれません。

しかし、地区の特性を最もよく知っているのは、ほかでもない居住者
の皆さんです。自分たちの命と地区を守るためにも、地区防災計画の作
成に積極的に取り組みましょう。

地区防災計画とは？

地区防災計画の３つの特徴

① 地区コミュニティが主体となって作成する計画
地区防災計画では、地区の特性を知る居住者や事業者が、主体かつ協働で作成

するものです。計画を通じて、地区に住む交流や連携が進み、地域の活性化も図
れます。

② 地区の特性に合わせて作成する計画
地区防災計画では、自分の住む地区に合わせて作成する計画です。地区によっ

て自然の特性や災害特性も異なるので、それらを踏まえた計画を作成することが
ポイントとなります。

③ 継続的に地域防災力を向上させる計画
地区防災計画は、１回作ったら終わりではありません。地区居住者などは、

定期的（毎年）見直しを行い、継続していくことが重要です。
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共助の重要性 ⇒ 計画作成の必要性

◎ このような地域コミニュティにおける共助の働きを受け、災害対策基本法」が改正
○ 阪神・淡路大震災での教訓反映 ⇒ 1995年改正「ボランティアに関する規定が追加」
○ 東日本大震災での教訓反映 ⇒ 2012年改正「教訓伝承、防災教育の強化等に関する規定」
○「地区防災計画制度」が2014年4月施行、「地区防災計画ガイドライン」公表

◎ H26年～H28年度に地域コミュニティの活性化に向けて、
「地区防災計画モデル事業」が行われ、成果と課題を反映
⇒ 令和２年「地区防災計画の素案作成支援ガイド」（自治体職員向け）

◆ ８６区の自主防災会 ⇒ 防災に関する取組みに格差 ※ 計画作成、防災訓練、資機材備蓄等

裾野市の共助の現状

★ いつ災害が発生してもおかしくはない（蓋然性が高い）状況

■ 南海トラフ地震 ： Ｍ8～9クラスの地震発生確率 30年以内で70～80％
■ 富士山噴火 ： 宝永噴火1707年から314年が経過

◎ 災害発生時に対応できる準備が必要 ★ 特に、初動が重要

◇ 今年度、市として「地区防災計画」作成を奨励
◇ 地区防災計画作成要領は様々だが、まずは作成してみる事が重要！
⇒ 災害発生時の初動に焦点を当てて簡潔に作成
① 定型に当てはめて作成（フォーマット的な定型を市で準備）
② 危機管理課職員動員（区毎の担当を決め、作成に関する支援・助言等を実施）

★ 既存計画を保有する自主防災会は見直し機会として活用
★ 作成後、逐次内容を見直し、掘り下げ、拡充（深化）させる。

本来は、平常時・災害警戒時・復旧・復興時の各段階毎に詳細に作成するもの。

地区防災計画作成の作成

７



「共助」の重要性等 市内での格差の実感

◆ ８６区の自主防災会で防災に関する取組みに格差
「令和２年度防災モデル地区（遠道原区）訓練」一作年10/4(日)生涯学習センタ－
「コロナ禍の特性を踏まえた避難所の開設・避難者受入れ」について実員訓練

※ 他自主防災会会長に研修をしてもらい（72区参加/85区）
訓練研修アンケートを実施

⇒ 防災意識や取組みに格差（計画作成、防災訓練、資機材（備蓄）等）

裾野市の共助の現状

★ いつ災害が発生してもおかしくはない（蓋然性が高い）状況

■ 南海トラフ地震 ：Ｍ8～9クラスの地震発生確率 30年以内で70～80％
■ 富士山噴火 ：宝永噴火1707年から314年が経過
■ 近年の異常気象 ：昨年度（6～7月）の梅雨前線停滞に伴う大雨対応等

◎ 災害発生時に対応できる準備が必要 ★ 特に、初動が重要
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地区防災計画の定型（フォーマット）一例

■ 自分達が居住する地域の特性をしっかり把握！
〇 対象災害種別は？→浸水Or土砂Or火山？ 〇 危険個所は？（具体的に）

■ 自分達の防災体制（態勢）を確認！
〇 集まる場所は、誰が開ける・鍵は誰が保有？ 〇 避難要支援者は・誰がどのように助ける？

★ ここが一番重要！！
（ここをしっかり分析・把握）
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地区防災計画の定型（フォーマット）一例

■ 編成・役割を明確化！ ※ 年度毎で変わる場合は、しっかりと申し受け・申し送りを実施
○ 既に決めている場合はその編成（各区の特性に応じて設定） ○ 平時と有事の役割を理解
★ 避難所の開設・運営は、自主防（避難者）も参加（災害時は、皆で協力！）
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地区防災計画の定型（フォーマット）一例

■ 地震災害時の行動等（基準）一例 ※ 既に保有計画はそれを使用、ない場合は作成に活用

具体名
を記入
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地区防災計画の定型（フォーマット）一例

■ 風水害時の行動等（基準）一例 ※ 既に保有計画はそれを使用、ない場合は作成に活用
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地区防災計画の定型（フォーマット）一例

■ 火山災害時の行動等（基準）一例 ※ 既に保有計画はそれを使用、ない場合は作成に活用
★ 富士山ハザードマップ改定・新たな避難方針に伴い避難対象地区・対象者数等が変更
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地区防災計画の定型（フォーマット）一例

■ 避難要領（流れ）イメージ ■ 知っておくべき防災拠点等
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地区防災計画の定型（フォーマット）一例

■ 防災拠点位置及び情報入手手段等
※ あらゆる手段を活用

■ 今後、拡充・深化すべき内容
※ 今回は、災害発生時の初動が焦点
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地区防災計画の作成奨励
■ 職員の担当区分

■ 作成予定

区（自主防会） 名 担当職員

久根、公文名１～５、三菱、中丸上・
中・下、天理町、滝頭、本茶

芹澤課長

千福、御宿平山・上谷・新田・坂上・入
谷、上城、中村、下条、中里、田場沢、
森脇団地、上ヶ田

永田主幹

石脇、佐野上宿・本宿・若狭、佐野二、
大畑、上町、緑町、元町

飯塚主幹

須山１～４、須山６、十里木 山本調整監

区（自主防会） 名 担当職員

町震１・２、舞台団地、南堀、和市、遠道
原、切久保、上原、上原団地、原、上須、
深良新田、岩波、

勝又主査

金沢、今里、下和田、呼子、矢崎、トヨタ、
御宿台、千福が丘、千福南、今里上

海野主査

道上、峰下・市の瀬、鈴原、茶畑団地、青
葉台、和泉、富士見台、麦塚、新道、東町、
本通り、日の出元町、本村上中・下

栗原主査

桃園、富沢、南町、二ツ屋一、二ツ屋二、
堰原、伊豆島田、水窪 安田主事

市職員（危機管理、社会福祉、広域避難地班）
区長、自主防会長、民生委員、社協職員
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「土砂災害・全国防災訓練」について
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「土砂災害・全国防災訓練」の概要

根拠等

国
「土砂災害に対する防災訓練の実施について（依頼）
（令和4年2月25日付け 消防災第51号及び国水砂第436号）

県
令和４年度「土砂災害・全国防災訓練」の実施について（依頼）
（令和4年3月28日 危対第857号・健政企第232号・河砂第310号）

「土砂災害・全
国防災訓練」の

位置付

本訓練は、土砂災害防止法第３条に基づく土砂災害防止対策基本指針四の１
に定める事項に基づき、土砂災害に対する警戒避難体制の強化と住民の防災意
識の向上を図るため、全国的な取組として、国、都道府県、市町村、防災関係
機関及び地域住民が一体となった防災訓練を実施するもの。

実施日
令和4年6月5日（日）
※ 全国統一日

訓練方法
「モデル地区訓練」と
「地域別訓練」に区分して実施

モデル地区
訓練の想定・
スケジュール

発達した梅雨前線の停滞に伴い県内
各地は早朝から豪雨となり、土砂災害
発生の可能性が高まると予想されたた
め、静岡地方気象台と県砂防課は県内
関係市町に対して土砂災害警戒情報
を発表した。

市町は、土砂災害警戒情報を受け、
体制を災害対策本部等に移行し、避難
所の開設や避難指示発令の準備を実施、
市町では各種情報を収集・分析の結果、
土砂災害が発生するおそれのある地区
に対して、避難指示を発令、避難指示
等を受けた地区住民は避難所へ避難、
その後、対象地区に土砂災害が発生し
たが、全住民が避難を完了していたた
め、人的被害は発生しなかった。

09:00～09:30 訓練開始
（避難準備等）

09:30 「土砂災害警戒情報」
第１号発表

09:30～10:00 災害対策本部立上げ、
避難指示発令準備

10:00 避難指示発令
10:00～10:40 情報伝達、住民避難
10:40 住民の避難完了
11:00 土砂災害発生
11:30 「土砂災害警戒情報」

第２号発表（解除）
11:45 避難指示解除
12:00 訓練終了
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「土砂災害・全国防災訓練」の概要

■ 市主催による防災訓練を実施する予定 ※ コロナ感染情勢による。

過 去

■ 年度の特性に応じ、実施（参加）規模が異なる。
□ モデル地区訓練（土砂災害警戒区域該当区に依頼）

● 市（危機管理）：対策本部立上げ（情報伝達・実員訓練統制）
● モデル区 ：市対策本部等の指示に基づく実員訓練

□ 地域別訓練 ：各区（自主防災会）計画
※ 土砂災害警戒区域がある該当区のみ。
● 同報無線により全般の状況付与（状況付与は、事前広報で周知）

★ 昨年度は、コロナ禍により、モデル地区（峰下・一ノ瀬区）で区長、自
主防会長他、区役員主体で実施 ★ 住民代表 14名参加 ※ 別紙第1参照

今年度

■ モデル地区訓練 ⇒ 「千福が丘」区に実施依頼 ※ 別紙第2参照
□ 市（危機管理）：対策本部立上げ（情報伝達・実員訓練統制）
□ 千福が丘区：住民参加規模等調整中（町内会館への避難予定）
□ その他市としての訓練予定（調整中）

● 土砂災害避難等に関するポイント等の説明
● 県総合防災アプリ普及（説明・実体験）
● 防災協定に基づくトヨタ販売店支援のＦＣＥＶ使用による給電展示

■ 地域別訓練
□ 各区（自主防災会）計画 ※ 同報無線は、実施の旨を事前に広報で周知

● 同報無線による全般の状況付与（「土砂災害警戒情報発表」・「避
難指示発令」）に基づき、自主防災会計画の行動（訓練）を実施

● 訓練を実施する区（自主防災会）は、訓練実施計画を6月3日（金）
迄に提出するとともに、訓練成果を訓練終了後1週間以内に危機管理
課に提出願います。 ※ 様式は、既配布のオレンジファイル内
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令和３年度「土砂災害・全国防災訓練（モデル地区）」の概要

峰下一ノ瀬区

別紙第１

【情
報
伝
達
】

【組
避
難
所
確
認
】

【危
険
箇
所
確
認
】

【避
難
経
路
偵
察
】

【訓
練
研
究
会
】

【県
職
員
説
明
】
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「土砂災害・全国防災訓練」実施の概要

実施日
（時）

令和4年6月5日（日）
※ 全国統一日 （午前中09:00～1200予定）

訓練方法 「モデル地区訓練」と「地域別訓練」に区分し実施

想定等
◆ 静岡地方気象台と県砂防課は県内関係市町に対して「土砂災害警戒情報」発表
◆ 市町は、災害対策本部等に移行し、避難所開設や避難指示発令（準備）
◆ 避難指示等を受けた地区住民は避難所へ避難、「土砂災害発生」被害なし。

訓 練
概 要

■ モデル地区訓練 ⇒ 千福が丘区での実施を依頼
□ 市：仮対策本部立上げ（情報伝達・実員訓練統制）、（要配慮者利用施設の確認・懇談）
□ モデル地区：区避難所（公民館等）への避難・研修・研究会 ※ 県防災アプリ活用

■ 地域別訓練 ：各区（自主防災会）計画 ※ 同報無線は、実施の旨を事前に広報で周知

同報無線による全般の状況付与（「土砂災害警戒情報発表」・「避難指示発令」）に基づき、土砂災害警戒区域
対象の各自主防災会計画の行動（訓練）を実施

別紙第2

千福が丘小（指定避難所）

公民館（区避難場所）

0830 大雨洪水警報を発表

09:00 訓練開始 避難指示対象地域に事前連絡

0930 土砂災害警戒情報発表

09:40頃 「避難指示」発令

0940～10:50
・避難開始（要配慮者～一般住民）
・区避難場所（公民館）へ避難
※県防災アプリ（避難所支援機能）活用

10:50～11:10 研修（現地確認） ※ 公民館～小学校体育館
★ ＦＣＥＶ活用による給電展示

（トヨタ販売店支援受）

11:10～11:50 訓練研究会

11:50～12:00 訓練の纏め（区長・市長等所見等）

12:00 解 散

①
情
報
伝
達

②
安
否
確
認

③
要
配
慮
者

支
援

共助活動

★ 避難に際し、
① 避難経路 ② 危険箇所

を現地確認
※ 県防災アプリの投稿モニタ

－機能活用（自主防会長等）
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